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２０２５ ＯＫＡＹＡＭＡチャレンジカップ サーキットトライアル特別規則書 

《2025/1/29》 

 

＜公示＞ 

本競技会は国際自動車連盟（ＦＩＡ）のＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則およびその付則に準拠した日本

自動車連盟（ＪＡＦ）の国内競技規則およびその細則、ならびに本競技会特別規則に従って、準国内格式競技及

びクローズド競技として開催される。上記共通規則には、本特別規則が優先する。 

 

第１条 大会名称 

２０２５ ＯＫＡＹＡＭＡチャレンジカップ サーキットトライアル 

ＪＡＦ地方選手権 岡山国際 サーキットトライアル選手権 

 

第２条 オーガナイザー 

株式会社岡山国際サーキット 

アイダクラブ（ＡＣ） 

〒701-2612 岡山県美作市滝宮１２１０ 

ＴＥＬ ０８６８－７４－３３１１ 

ＦＡＸ ０８６８－７４－２６００ 

 

第３条 開催場所 

岡山国際サーキット（１周：３,７０３ｍ/右回り） 

岡山県美作市滝宮１２１０ 

TEL:0868-74-3311  FAX:0868-74-2600 

 

第４条 開催日、参加受付期間および開催場所 

 開催日 参加受付期間 

Ｒｄ．１ ２月１６日（日） １月１２日（日）～ １月２１日（火） 

Ｒｄ．２ ５月２４日（土） ４月２０日（日）～ ４月２８日（月） 

Ｒｄ．３ ９月２１日（日）  ８月１７日（日）～ ８月２５日（月） 

Ｒｄ．４ １１月２９日（土） １０月２６日（日）～１１月 ３日（月） 

※詳細のタイムスケジュールは公式通知にて示す。 

 

第５条 参加申込 

１．申込場所 

株式会社岡山国際サーキット・レース事務局 

〒701-2612 岡山県美作市滝宮１２１０ 

ＴＥＬ ０８６８－７４－３３１１ 

ＦＡＸ ０８６８－７４－２６００ 

２．参加申し込みは申し込み期間内に下記の何れかの方法で行わなければならない。 

なお申込方法は下記①Ｗｅｂエントリーを原則とし、下記②～④にて申し込む場合は事務手数料として

１，１００円／１エントリー（税込）が必要となる。 

①岡山国際サーキットホームページでのＷｅｂエントリー 

②現金書留による郵送（事務手数料＋１，１００円） 

参加申込の郵便は締め切り日の消印があるものまで有効とされる。 

③岡山国際サーキット事務局窓口（事務手数料＋１，１００円） 

④銀行振込による支払い（申込書・改造申告書・車検証郵送、参加料振込み証明書添付）（事務手数料

＋１，１００円） 
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尚、郵送、サーキット窓口、銀行振込で行う場合は参加料と以下のものを揃え申し込むこと。 

(1) 参加申込書（誓約文署名と未成年者の親権者承諾書を含む） 

(2) 改造申告書 

(3) 自動車検査証のコピー 

※自動車検査証（車検証）が電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写しまたは、車検証閲覧ア

プリの画面(必ず有効期限が写っていること)。 

参加料は過不足なく銀行振込みにて納付し、それを証明するものを参加申込書に添付すること。 

【振込先口座】 トマト銀行 吉井支店 

株式会社岡山国際サーキット 

普通 １０８８２４２ 

※証明書等の添付が無く入金が確認できない場合は別途、参加料を申し受けるものとする。 

３．やむを得ない事情で上記申込期間内に手続きを行えなかった参加者は、事前にレース事務局に連絡し当該

競技開催日の７日前までに上記提出物に加え下記の手続きを行うことで申し込みが可能となる場合がある。 

・参加者の氏名／参加クラス／理由を記した嘆願書／事務手数料：￥３,３００／１名（税込） 

４．参加申込受理、参加拒否 

①参加料を添えて参加申込書がオーガナイザーに提出された時点で参加申込完了とする。参加申込完了後、

正式受理及び不受理の通知を発行する。参加申込受理後の参加取消しする場合、参加料は還されない。 

また、オーガナイザーは参加申込者に対して、国内競技規則４－１９に基づき参加拒否する権限を持つ。 

参加拒否者に対しては、事務局より通知される。 

②申し込み後のキャンセルに関する規定 

・エントリー開始～エントリー期間終了・・・事務手数料：１，１００円（税込）を差し引き返金 

・エントリー期間終了後～大会１４日前・・・事務手数料：２，２００円（税込）を差し引き返金 

・大会１３日前～大会当日・・・・・・・・・返金なし 

５．運転者変更、車両変更、参加申込事項の変更 

①参加申込受理後の運転者の変更は競技会審査委員会の承認を得なければならない。 

手数料：￥５,５００／１件（税込） 

②参加申込受理後の車両変更は参加車両に故障・破損等やむを得ない事情がある場合のみで、同一部門同

一クラスに限られ、登録事項変更届けを参加受付までに提出し、競技会審査委員会の承認を得なければ

ならない。 

手数料：￥５,５００／１件（税込） 

６．参加資格 

①スピードクラス（ＪＡＦ選手権部門） 

有効な２０２５年ＪＡＦ国内競技運転者許可証Ｂクラス以上の所持者。または、ＪＡＦ以外のＡＳＮ発

給の同様の競技ライセンスを所持し、ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則に定められた海外レース出

場申請が済んでいる者。 

②チャレンジクラス（クローズド部門） 

有効な４輪運転免許証所持者で２０２５年度有効な岡山国際サーキットライセンスの所持者（共通化サ

ーキット含） 

③未成年の参加者 

ドライバーが１８歳未満の場合は、親権者の承諾を必要とする。 

７．参加料 

①スピードクラス（ＪＡＦ選手権部門） ： ２４,２００円（税込） 

②チャレンジクラス（クローズド部門） ： ２２,０００円（税込） 

③参加料にはドライバー１名と競技車両１台の入場パスが含まれる。 

８．ピット要員・サービスカー 

①ピット要員は１エントリーにつき３名まで登録できる。また、ピット要員は満１６歳以上でエント

ラントにより指名登録され、保険手続きを完了したものに限る。 

②サービスカーは１エントリーにつき２台まで登録できるが、登録料が別途必要。サービスカーは指定さ
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れた場所に駐車すること。 

登録料：１,１００円（税込）／１台 

③上記以外の同伴者や車両については、各大会で定められた入場料および駐車料が必要となる。 

 

第６条 参加車両 

１．２０２５年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編スピード車両規定に従った車両で、下記の１０クラス区分

（ＪＡＦ選手権クラスは９クラス）に従った車両とする。 

①過給装置付エンジンはもとの排気量の１．７倍のクラスとみなし、ロータリーエンジンはもとの排気量

の１．５倍のクラスとみなす。 

②性能調整として、当初とは異なる型式のエンジンに載せ替えた車両はＣＴ１、ＮＳＸはＣＴ２クラス以

上、シビックタイプＲ（ＥＫ９／ＥＰ３／ＦＤ２／ＦＮ２）、インテグラタイプＲ、Ｓ２０００、ＲＸ－

８はＣＴ３クラス以上にのみ参加を認める。 

２．タイヤ 

チャレンジクラス（クローズド部門） を除き、純正装着以外で使用できるタイヤは、４本とも同銘柄（パ

ターン）で、２０２５年全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権統一規則第２条２）に示す基準を満

たす、もしくはそれ相応の性能基準とオーガナイザーが判断した銘柄とする。 

※主に使用可能なタイヤ 

メーカー ブランド タイヤ名称 

ブリヂストン ＰＯＴＥＮＺＡ ＲＥ－７１ＲＳ ／ Ｓ００７Ａ ／ Ａｄｒｅｎａｌｉｎ ＲＥ００４ 

横浜ゴム ＡＤＶＡＮ ＮＥＯＶＡ ＡＤ０９ ／ ＦＬＥＶＡ Ｖ７０１ 

住友ゴム工業 ＤＩＲＥＺＺＡ β１１ ／ ＺⅢ ／ ＤＺ１０２ 

日本グッドイヤー ＥＡＧＬＥ Ｆ１ ＳＵＰＥＲＳＰＯＲＴ ／ ＲＳ ＳＰＯＲＴ Ｓ－ＳＰＥＣ 

トーヨータイヤ ＰＲＯＸＥＳ Ｒ１Ｒ ／ Ｓｐｏｒｔｓ２ 

日本ミシュランタイヤ ＰＩＬＯＴ ＳＰＯＲＴ ５ ／ ＳＰＯＲＴ ４Ｓ 

ピレリ Ｐ ＺＥＲＯ ＣＯＲＳＡ ／ ＣＯＲＳＡ ＳＹＳＴＥＭ 

クムホ ＥＣＳＴＡ Ｖ７３０ ／ Ｖ７２０ ／ Ｖ７００ 

ナンカン Ｓｐｏｒｔｓｎｅｘ ＣＲ－Ｓ ／ ＮＳ－２５ ／ ＮＳ２０ 

ハンコック Ｖｅｎｔｕｓ Ｚ２３２ 

柴田自動車 ＳＨＩＢＡＴＩＲＥ Ｒ２３ ／ Ｒ３１（２００Ｓ／２００Ｒ／２８０／２８０Ｒ） 

※使用を禁止する主なタイヤ 

タイヤメーカー ブランド 主に使用を禁止するタイヤ名称 

ブリヂストン POTENZA RE-12D / RE-07D / RE-11S 

横浜ゴム ADVAN A08B / A052 

住友ゴム工業 
DIREZZA β02～10 / 03G /02G / D93J / 94R 

AZENIS RT615K+ 

トーヨータイヤ PROXES R888R 

日本グッドイヤー EAGLE RS SPORT V3 

ミシュラン PILOT Sport Cup 1～2 / SPORT CUP 2R 

ピレリ P ZERO TROFEO R 

クムホ ECSTA V710 

ナンカン Sportsnex AR-1 

ネクセンタイヤ N FERA SUR4G / Sport R 

ハンコック Ventus TD 

MASA ATR SPORT2 / SPORT / SPORT 123S / ATR-K SPORT 

フージャー DOTラジアル A7 / R7 
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３．参加車両の最低重量は以下の通りとする。 

①スピードクラス（ＣＴ１～６）／チャレンジクラス（クローズド部門）車両 

当該自動車製造者発行のカタログに記載された主要諸元一覧表の同一車両型式に認定されている車両重

量－５０ｋｇとする。ただし、同一車両型式に過給器付（ターボチャージャー、スーパーチャージャー

等）と過給器無の両仕様が存在する場合は、各々に設定されている車両重量－５０ｋｇとする。 

②スピードクラス（ＣＴ７～９） 

参加車両の最低重量は当該自動車製造者発行のカタログに記載された主要諸元一覧表の同一車両型式に

認定されている車両重量の内、最小値とする。ただし、同一車両型式に過給器付（ターボチャージャー、

スーパーチャージャー等）と過給器無の両仕様が存在する場合は、各々に設定されている車両重量の最

小値とする。 

４．スピードクラス（ＪＡＦ選手権部門） 

区分 排気量と駆動方式 出場車両例 

ＣＴ１ 排気量制限無し・駆動制限無しのＢ車両 
外国産車両、 国産車両、当初とは異なる型式の

エンジンに載せ替えた車両 

ＣＴ２ 
排気量制限無し・駆動制限無しの国産車メー

カーのＢ車両 

スープラ（Ｂ４８）、フェアレディＺ（ＲＺ３４）、ヴィッツＧ

ＲＭＮ、ＮＳＸ、シビックタイプＲ（ＦＫ２／ＦＫ８／ＦＬ

５）、ＲＸ－７、マツダスピードアクセラ、シルビア、 

ＣＴ３ 
自然吸気、排気量制限無しの２輪駆動の国産

車メーカーのＢ車両 

シビックタイプＲ（ＥＫ９／ＥＰ３／ＦＤ２／ＦＮ２）、イ

ンテグラタイプＲ、Ｓ２０００、ＲＸ－８、フェアレディＺ

（Ｚ３４/Ｚ３３） 

ＣＴ４ 
気筒容積２４００㏄以下の２輪駆動の国産車

メーカーのＢ車両 

８６（ＺＮ６）、ＧＲ８６（ＺＮ８）、ＢＲＺ（ＺＣ６／ＺＤ８）、

スイフトスポーツ（ＺＣ３３Ｓ）、ロードスターＲＦ（ＮＤＥ

ＲＣ）、ロードスター（ＮＣＥＣ） 

ＣＴ５ 
気筒容積１６００㏄以下の２輪駆動の国産車

メーカーのＢ車両 

ノート ＮＩＳＭＯ Ｓ（Ｅ１２改）、スイフトスポーツ（Ｚ

Ｃ３１Ｓ）、ロードスター（ＮＡ６ＣＥ／ＮＢ６Ｃ） 

ＣＴ６ 
気筒容積１５００㏄以下の国産車メーカーの

Ｂ車両 

ロードスター（ＮＤ５ＲＣ）、ヤリス、ＭＡＺＤＡ２、デミ

オ、カプチーノ 

ＣＴ７ 

気筒容積１５００㏄以下の２輪駆動のＰＮ車

両のうち、ＦＩＡ／ＪＡＦ公認発行年または

ＪＡＦ登録年が２０１２年１月１日以降の限

定販売されていないカタログモデルの車両 

ＧＲヤリス（ＭＸＰＡ１２）、コペンＧＲスポーツ、ロード

スター（ＮＤ５ＲＣ）、ＭＡＺＤＡ２ １５ＭＢ（ＤＪＬＦ

Ｓ）、マーチＮＩＳＭＯ Ｓ（Ｋ１３改）、フィットＲＳ（ＧＫ

５）、Ｓ６６０、Ｎ－ＯＮＥ、 

ＣＴ８ 
国産車メーカーの５ナンバーサイズのＡＥ車

両（ハイブリッド車両もしくはＥＶ車両） 

ヤリス、アクア、フィット ｅ：ＨＥＶ、ノート ｅ ＰＯＷ

ＥＲ、スイフト 

ＣＴ９ 
国産車メーカーのＳＵＶタイプのＡＥ車両

（ハイブリッド車両もしくはＥＶ車両） 

Ｃ－ＨＲ ＧＲ ＳＰＯＲＴ、ジューク ＮＩＳＭＯ ＲＳ、 

フォレスター ＳＴＩ Ｓｐｏｒｔ、エクリプス クロス ＰＨ

ＥＶ 

５．チャレンジクラス（クローズド部門／賞典外クラス） 

ＪＡＦライセンスを所持していない参加者を対象としたＢ車両（駆動方式、気筒容積区分なし）。競技会へ

の体験参加を目的とし、シリーズ及び各競技会の賞典の対象外とする。 

６．ドライバー装備品 

すべての参加者は競技中、下記のドライバー装備品を着用しなければならない。また公式車両検査時に車

両検査と同時に技術委員の検査を受けなければならない。 

①国内競技車両規則第４編付則「スピード行事競技用ヘルメットに関する指導要網」に従ったもの。

ＪＩＳ規格、ＳＮＥＬＬ規格に適合したヘルメット（オープンカーはフルフェイス型ヘルメットを

着用すること）。 

②指の出ない耐火炎性または皮製のグローブ（レーシンググローブ推奨）。 

③木綿製または耐火炎性の高い長袖、長ズボンの服装（レーシングスーツ推奨）。 
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④活動的な運動靴等のシューズ（レーシングシューズ推奨） 

７．車載カメラ搭載に関して 

車載カメラを搭載する場合は、出場受付までに主催者の許可を受けた上、公式車両検査時にその取り付け

に関して技術委員長の許可を得なければならない。また、撮影した映像は個人鑑賞用以外の場合、用途に

応じて有料となる。 

８．競技番号（ゼッケン番号）、指定ステッカー 

①競技番号（ゼッケン番号）は競技会事務局が決定し、参加受付時に支給する。 

②競技番号（ゼッケン番号）は公式車両検査までに左右前部ドアにはがれないよう確実に貼付しなければ

ならない。 

③大会スポンサーがある場合、オーガナイザーはスポンサーステッカーを交付する。そのステッカーは指

定された場所へ、車両検査時までに参加者が貼付しなければならない。 

 

第７条 出場受付（書類検査） 

１．参加者は公式通知に示された日時・場所にて、出場受付を行わなければならない。 

２．出場受付では以下のものを提示しなくてはならない。 

①参加受理書 

②ＪＡＦ競技運転者許可証（クローズドクラス以外） 

③運転免許証 

 

第８条 公式車両検査 

１．公式通知に示された日時・場所にて公式車検を受けなければならない。公式車検を受けない車両、または

公式車検で参加不適当と判断された車両は参加出来ない。 

各クラス走行セッション中、ピットボックスと車検場の間の車両移動については、作業エリアを含む

ピットレーンを使用せずパドック内通路を使用し、オフィシャルの指示誘導があった場合は従うこと。 

２．技術委員長は、安全性について不適当な箇所の修正を命ずる事が出来る。 

３．車両検査で不適当と判断され、出場を拒否された車両の参加料は返還されない。 

４．車両検査の際、ドライバー装備品検査を行う。 

 

第９条 ドライバーズブリーフィング 

出走する全てのドライバーは、公式通知に示された時間に必ずドライバーズブリーフィングに出席しなけ

ればならない。日時および場所は公式通知に示される。 

遅刻・欠席した場合は再ブリーフィングを受けなければならない。 

再ブリーフィング受講料：５，５００円／１名（税込） 

 

第 10条 公式通知掲示場所 

１６番ピット・２Ｆ大会事務局もしくは岡山国際サーキットＷｅｂサイト 

 

第 11条 パドック・ピットの使用 

パドックおよびピットでの安全確保は参加者が責任を持って行わなければならない。特にゲスト等の同伴

者がピットレーン、およびプラットホームに入らない様に注意すること。 

 

第 12条 出走前手順 

１．出走前点検が行なわれる場合は、公式通知に示す。 

２．ドライバーは参加車両とともに、公式通知に示された時間までに所定の場所にて技術委員の出走前点検を

受けなければならない。 

３．定められた時間までに所定の待機場所に集合せず、出走前点検を受けなかったドライバー及び参加車両は

コースインすることが出来ない。 
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第 13条 決勝競技（コースイン） 

１．コースインはピットロードより１台ずつ、オフィシャルの指示に従って行われるものとする。 

２．ピットレーンの速度制限は６０㎞/h。 

３．コースインする際にピットレーン出口からトラック上にかけて引かれている白線を越えた場合ペナルティ

が課せられる。 

４．最大出走台数は５４台とする。 

 

第 14条 計時 

１．計時装置 

車両がコントロールラインを通過し、その上に流れる光電管を横切った瞬間に自動的にタイムが記録され

る電動計時装置を使用する。 

２．トランスポンダー（自動計測装置）の装着 

参加車両は、競技中はオーガナイザーが用意したトランスポンダーもしくは参加者の所有するトランスポ

ンダーを取り付けていなければならない。取り付けは、公式車検時までに行うこと。尚、取り付けを拒否

した場合は、出走は認められない。また、トランスポンダーを紛失・破損した場合は、理由の如何を問わ

ず参加者がその補償の責任を負うものとする。 

トランスポンダー本体：￥５５，０００／１個（税込）、取付ベース：￥１，１００／１個（税込） 

３．参加者が所有するＭＹＬＡＰＳ社製トランスポンダー（マイポンダー）を使用する場合は、マイポンダー

のＩＤを参加申込時に大会事務局へ申請することで使用が認められる。ただし、競技会の計時委員長がオ

ーガナイザーの用意するトランスポンダー取付けを要求した場合は従わなければならない。参加者所有の

マイポンダー及びオーガナイザーの用意するトランスポンダーを問わず複数のトランスポンダーを同時に

搭載しての出走は認められない。また、競技会で使用するマイポンダーは他の競技者と共有することはで

きない。 

 

第 15条 信号合図 

１．競技中の信号合図は国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項の規定に基づいて行う。 

参加ドライバーは国際モータースポーツ競技規則附則Ｈ項に精通していなければならない。 

２．信号旗の意味 

黄旗 速度を落とせ。追い越し禁止。 

１本の振動：コースわきあるいはトラック上の一部に危険箇所がある。 

２本の振動：進路変更あるいは停止準備。全面的または部分的にトラックが閉鎖

されている。 

緑旗 トラック上が走行可能（クリア）である。黄旗表示が必要となった事故現場の直

後のポストで提示される。（黄旗の解除） 

白旗 当該ポスト管理下にあるトラック区間に相当低速な車両が存在する。 

赤旗 競技・走行中止。全てのドライバーは直ちに競技または走行を中止し、細心の注

意を払いながら必要に応じて停車できる態勢でピットインしてピットレーンで

待機すること。 

青旗 自分の車両を追い越そうとしているより速い車両に進路を譲れ。 

オレンジ色の円形の

ある黒旗 

車両に機械的欠陥があり危険。提示されたカー№の車両は次周回時にピットに停

止しなければならない。液体漏れの場合は無理してピット迄戻らず速やかにコー

スから外れて停車すること。 

黒旗 表示されたカー№の車両は次の周回にピットへ停止しなければならない。 

赤の縦縞のある黄旗 トラック上にオイルまたは水があるために粘着性が低下している箇所がある。

（路面が滑りやすい。） 

チェッカー 競技終了。チェッカー後は追い越し禁止。 
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３．競技中、信号合図に従わない競技運転者には、審判員の判定により審査委員会の裁定による罰則が課せら

れる。なお、この判定に対する抗議は一切受け付けられない。 

 

第 16条 競技中のドライバー遵守事項 

国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項ならびにＬ項の規定と次の項目を遵守するものとする。 

１．競技に適した健康状態で参加し、競技中はつねにお互いの安全を考慮した協調的マナーのもとに自己の技

量とコースの状態に適した競技速度で車を操縦し、危険とみなされる行為があってはならない。 

２．競技中において、ドライバーは定められた走路のみを使用するものとする。危険回避等やむを得ない場合、

また特に競技役員の指示があった場合を除き、故意に規定の走路から外れたり、コーナーをショートカッ

トして走行することは禁止される。 

３．走路から４輪が離脱して走行した場合、当該周回のラップタイムは、無効とされ公式結果より削除される。 

４．各コーナーへの進入をミスするか、または安全上の措置により、非走路部分に進入した場合は、一旦停止

した後、安全を確認した上で規定の走路に戻ることができる。 

５．回避等やむを得ない場合、また特に競技役員の指示があった場合を除き、コース上のイエローラインをカ

ットして走行してはならない。 

６．オイルやガソリンの漏れを生じた車両、あるいは事故や故障によって危険が予測される状態となった車両

は必ず速やかにコースより外れ安全な場所に停止するか、一旦ピットに停止して完全な修理を行い、技術

委員の点検を受けるものとし、不完全な状態で競技を継続してはならない。特に車体の一部分を失ったま

ま競技を継続することが認められた場合でも、その欠損によって有利となったことが明らかであるときは

ペナルティが課せられる場合がある。 

７．走行中に転倒、衝突等の事故を起こしたドライバーは競技長に指示された場合、必ず競技会指定医師の診

断を受けなければならず、医師および競技長の許可がない限り再び競技に参加することはできない。 

８．走路は必ず定められた方向に走行し、いかなる場合も逆方向に走行してはならない。ただし、安全上競技

役員の誘導の下に行う場合はこの限りではない。 

９．緊急の際は、競技中に、緊急車・消火車・レスキューカー・オフィシャルカー等がコースに介入すること

を常にドライバーは承知しておかなければならない。 

10．競技中ピットボックス及びパドックに入った車両は、競技終了の意思を示したものとし、コースへ復帰す

ることはできない。 

 

第 17条 競技の中断 

１． 競技長は安全上の理由でコース清掃、整備または故障車両の回収、負傷者の救出等のため当該ヒートを中

断する場合があり、全ポストでの赤旗表示により合図される。 

２．赤旗が表示された場合、全車速度を落としてピットインし、競技役員の指示に従いピットレーンに整列し

なければならない。 

３．当該ヒート中断の場合、時間短縮は競技会審査委員会が決定する。これに対する抗議は受け付けられない。 

４．当該ヒートを再開する場合は、競技役員の指示に従いコースインするものとする。 

 

第 18条 フィニッシュ 

１．各ヒートの終了は、メインフラッグタワーより表示されるチェッカーフラッグによって示される。 

２．チェッカーを受けた車両は、減速と追い越し禁止を厳守しコースを１周後、ピットレーン進入路より競技

役員の指示に従って各自の待機場所に戻る。 

 

第 19条 車両保管および再車検 

１．競技期間中もしくはフィニッシュ後、車両保管が行われる場合は、参加車両は指定の車両保管場所にて車

両保管を行うこと。また、保管中の車両には、競技役員の許可が無い場合は一切の作業は禁止される。 

２．入賞車および抗議対象車は、競技終了後、または競技会審査委員会のもとめに応じて、随時車両の分解、

その他必要な方法による車両検査を受けなくてはならない。 

３．競技会審査委員会もしくは技術委員長の求める車両検査に必要な分解、組み立て作業は、参加者または、
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その代理人の責任で行わなければならず、許可された関係者以外は立ち会うことは出来ない。 

４．車両検査に応じない車両は、失格となる。 

 

第 20条 順位認定 

１．１５分～２０分のタイムアタックを２回行い、総合ベストラップタイムを競技者の成績とし順位を決定す

る。 

２．２台以上の車両が同一のベストラップを記録した場合は以下の順に決定する。 

①セカンドタイムの速い順、②ベストタイムを先に計測した順、③競技会審査委員会の決定による。 

 

第 21条 各大会の賞典 

１．本シリーズの各大会賞典は下記の通りとする。 

各クラス１～６位・・・・・オーガナイザー賞 

各クラス１～３位・・・・・ＪＡＦ賞 

２．賞典の制限 

各クラスの出走台数により賞典の制限を行う。 

入賞は６位を超えない出走台数の５０％（端数切捨て）とする。 

 

第 22条 シリーズの認定 

本シリーズでの最高得点者を当該シリーズのチャンピオンとして認定される。また、ＪＡＦ選手権におい

ては、ＪＡＦによって認定される。 

 

第 23条 シリーズ賞典 

１．シリーズ賞典は下記の通りとする。 

各クラス１～６位・・・・・正賞 

２．シリーズ賞典の制限 

各大会の各クラスの平均出走台数により、賞の制限を行う。入賞は６位を超えない出走台数の５０％（端

数切捨て）とする。 

３．選手権保持者の認定 

ＪＡＦは、日本サーキットトライアル選手権の得点基準に従い、各ＪＡＦ選手権クラスの最高得点者を地

方選手権保持者として認定し、ＪＡＦ資格認定証およびＪＡＦが別に定める「ＪＡＦモータースポーツ賞

典規定」による賞典を与える。 

 

第 24条 シリーズおよび競技の成立 

１．シリーズの成立 

当該各クラスが４戦中３戦開催されなければシリーズは成立しない。 

２．競技の成立 

各競技において各クラス３台以上の出走を以って成立する。 

 

第 25条 得点基準 

１．各大会の各クラスに競技結果成績に基づき下記の得点を与える。 

＜得点基準表＞ 

順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 

得点 20 15 12 10 8 6 4 3 2 1 

２．各大会において、出走台数による得点の制限は行わない。但し、ポイントは競技が成立した大会にのみ付

与される。 

３．開催された全ての大会が得点の対象となる。 

４．複数の競技者が同一得点を得た場合は、下記に従い順位を認定する。 

①高得点を得た回数の多い順に順位を決定する。 
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②上記①の方法によっても結果が出ない場合には、同順位として認定する。 

但し、下位の者の順位は繰り上げない。 

例）２位が複数の場合；１位、２位、２位、４位 

 

第 26条 抗議権 

１．参加者は自分が不当に処遇されていると判断する場合にはこれに対して抗議する権利を有する。ただし本

規則に規定された出場拒否または審判員の判定に対しての抗議は受け付けられない。 

２．抗議は抗議申請書に抗議の趣旨および理由を書し、参加者または資格のある代理人の署名の上、国内競技

規則付則に定められた抗議料を添え競技長を経て競技会審査委員会に提出しなければならない。 

３．参加車両に対する抗議は、抗議対象となる個所を明確に抗議申請書に記載しなければならない。抗議によ

って必要となった車両の分解に要した費用は、その抗議が否決された場合には抗議提出者、抗議が成立し

た場合は抗議対象者が支払うものとする。車両の分解等に要した費用は技術委員長が算定し、競技会審査

委員会が承認した額とされる。 

 

第 27条 抗議の制限 

１．技術委員の決定に関する抗議は、決定直後に提出しなければならない。 

２．競技の成績に関する抗議は暫定結果発表後３０分以内になさなければならない。 

３．競技中の規則違反または過失・不正行為に関する抗議は、競技終了後３０分以内になさなければならない。 

 

第 28条 抗議の裁定 

１．抗議審査に当たり競技会審査委員会は必要に応じ、関係当事者および競技役員等を証人として召喚し、陳

述を求めることができる。 

２．審査後、ただちに裁定が下されない場合、その裁定発表の日時と場所を明らかにして延期することができる。 

３．競技会審査委員会の裁定結果は、審査委員会より関係当事者に通告する。 

４．抗議に対する裁定は、競技会審査委員会が行い、抗議者に宣告される。不服の場合は、国内競技規則に基

づいて控訴する権利を有する。 

５．抗議料は抗議が成立した場合、抗議提出者に返還されるが、抗議不成立の場合は没収される。 

 

第 29条 競技会の延期、取り止め、短縮、成立 

１．保安上もしくは不可抗力により特別に事情が生じた場合、競技会審査委員会の決定によって、競技会を取

り止め、延期もしくは走行時間の短縮等を行う場合がある。 

２．競技会が途中で中止となった場合でも、各ヒートの完了を以て、成立したものとみなされる。 

 

第 30条 競技役員 

大会競技役員は公式プログラムもしくは公式通知に示す。 

 

第 31条 その他の競技規則および本規則の施行 

その他の競技細則は「ＪＡＦ国内競技規則」および「岡山国際サーキット発行の諸規則」に準ずる。 

また、本特別規則書は競技会の参加申し込みと同時に有効となる。 

以上 

大会組織委員会 


